
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ａの弁護人池田直樹，同小田幸児，同岸上英二の上告趣意のうち，憲法１

３条，３１条，３６条違反をいう点は，死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反

しないことは当裁判所の判例（最高裁昭和２２年（れ）第１１９号同２３年３月１

２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁，最高裁昭和２６年（れ）第２５１８号同

３０年４月６日大法廷判決・刑集９巻４号６６３頁）とするところであるから，所

論は理由がなく，その余は，判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認，量刑不当

の主張であって，適法な上告理由に当たらない。

　被告人Ｂの弁護人高木甫，同中道武美の上告趣意のうち，憲法９条，１３条，３

１条，３６条違反をいう点は，死刑制度が憲法に違反しないことは上記のとおりで

あるから，所論は理由がなく，その余は，事実誤認，量刑不当の主張であり，同被

告人本人の上告趣意は，事実誤認の主張であって，いずれも適法な上告理由に当た

らない。

　なお，所論にかんがみ記録を調査しても，刑訴法４１１条を適用すべきものとは

認められない。付言すると，本件各犯行中，強盗殺人，死体遺棄事件は，被告人両

名が，仕手筋として知られる投資顧問会社の社長であるＣ（当時４３歳）をら致し

て多額の現金を強取し，その犯跡を隠ぺいするため同人を殺害することを企て，こ

れを実行する過程で同人を含む２名を殺害したという重大事犯である。すなわち，

被告人両名は，外１名と共に，まず，同社従業員Ｄ（当時２３歳）をマンションの

一室に引き入れた上，Ｃの自宅を聞き出し，その自宅前で外出先から帰宅した同人

をら致し，上記マンションの一室に連れ込んで両手，両足をビニールひもで緊縛す

るなどしてその反抗を抑圧した上，同人の所持していた現金４０万円を強取すると
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ともに，同人をして現金１億円を調達させてこれを強取した。そして，被告人らは

，手足を緊縛されて無抵抗の状態にあるＣ及びＤに対し，相次いで，３人がかりで

テレビ用の同軸ケーブル等をその頸部に巻き付け長時間絞め付けるなどして殺害し

，さらに，両名の死体をコンクリート詰めにした上，土中に埋めて遺棄したもので

ある。このように，本件の罪質は，極めて悪質であり，何ら落ち度のない被害者２

名の生命を奪ったという結果も，非常に重大である。また，本件は，多額の現金獲

得をもくろんだ計画的犯行であって，動機及び犯行に至る経緯に酌量の余地はなく

，犯行態様も，冷酷，非情，残忍であり，犯跡隠ぺいのため大がかりな死体遺棄に

及んでいるなど，犯情は悪質である。そして，被告人両名は，いずれも強盗殺人の

犯行に積極的に関与して重要な役割を果たしたものである。これらの事情に加え，

各遺族の被害感情，社会に与えた影響等に照らすと，被告人両名が被害者らのめい

福を祈っていること，被告人Ａに前科はなく，同Ｂにも罰金前科しかないことなど

，被告人両名のために酌むべき事情を十分考慮しても，被告人両名の罪責はいずれ

も誠に重大である。したがって，被告人両名を死刑に処した第１審判決を維持した

原判断は，当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

　よって，刑訴法４１４条，３９６条により，裁判官全員一致の意見で，主文のと

おり判決する。

　検察官吉川興治　公判出席
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